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道路占用料徴収条例の一部改正（占用料改定）について
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１ 概要 

道路は一般交通の用に供することを本来の目的としており、道路に工作物等を設けて継続して道路を使用

する場合、道路法第３２条第１項に基づき、道路管理者の許可が必要となる。また、道路管理者は同法第３

９条第１項により、道路の占用につき占用料を徴収することができるとされている。本市では同条第２項の

規定に基づき川崎市道路占用料徴収条例を定め占用料を徴収しており、その占用料については主に道路の維

持管理事業に活用している。 

本市の前回改定は平成２８年度（平成２９年４月１日施行）に行っており、占用料の改定については固

定資産税評価額の変動及び国の占用料改定を踏まえ、概ね３年ごとに改定を行うこととしており、今年度

に国の占用料の改定が行われたことから、国の使用料率等の変更を踏まえ改定を行うものである。 

（１）改定の内容 

○占用料の算定基礎となっている固定資産税評価額の変動及び国の占用料改定を踏まえ、占用料の額を算

定するための単価を改定する。 

○祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けられる占用物件について、占用実態を踏まえ、国等と同様に1

日単位の占用料を新設する。 

（２）占用料の算出方法 

 占用料の額は、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収する考え方に基づき、道路価格に使用料率を乗じ、

さらに占用面積を乗じた額に、必要に応じて修正率を乗ずることなどにより算出している。 

２ 改定の理由 

固定資産税評価額の変動及び国の占用料改定を踏まえ占用料の見直しを実施 

（１）固定資産税評価額の変動 

※財政局税制部資産税管理課が公表している固定資産税概要調書の総括表から田・畑・宅地・山林の総額を評価総地積で

除した数値 

前回の改正時（平成 29年 4 月 1 日施行）に算定基礎とした平成２７年度の固定資産税評価額を１とする。 

（２）国の使用料率の変更

  従〇前（平成28年4月時点）：平均地3.99％ 商業地3.71％ 定率物件2.79％ 

  改正後（令和 2年4月時点）：平均地4.64％ 商業地3.86％ 定率物件3.25％ 

３ 改定による徴収見込額 

道路占用については、東京電力・ＮＴＴ東日本・東京ガスが約８割を占めており、今回の改定により約４．７

億円の増の見込み 

４ 他都市の状況（今年度改定を予定している都市） 

神奈川県、札幌市、さいたま市、横浜市、新潟市、静岡市、浜松市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、 

岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

５ 改定の主な内容 

（１）道路占用料額の改定 

主な占用物件 

道路占用料 

単位 

所在地 
特別地域 普通地域 特別地域 普通地域 

新 旧 

第２種電柱（東電柱） １月１本につき ４３０円 ３５０円

第１種電話柱（ＮＴＴ柱） １月１本につき ２５０円 ２００円

ガス管等の地下
管路（公益事業
者が設置するも
の 

外径 0.07M 
未満 

１月１メートルにつき １０円 ８円

外径 0.1M～
0.15M 未満 

１月１メートルにつき ２２円 １８円

日よけ １月１平方メートルにつき ８０円 ６５円

出入口通路 １月１平方メートルにつき １６０円 １３０円

看板 １月１平方メートルにつき ３００円 １９０円 ２４５円 １５５円

添架広告 １月１平方メートルにつき ７３０円 ４５５円 ５９０円 ３７０円

※特別地域とは、都市計画法に規定する商業地域、普通地域とは、特別地域以外の地域をいう。 

（２）１日を単位として定める道路占用料の新設 

占用物件 
道路占用料 

単位 
所在地 

特別地域 普通地域 
露店等 １日１平方メートルにつき １４０円 ８９円

旗ざお １日１本につき １４０円 ８９円

幕（道路法施行令第７条第４号
に掲げる工事用施設であるもの
を除く。） 

１日１平方メートルにつき １４０円 ８９円

※祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けられるものに限る。 

６ 附則 
（１）施行期日 

令和３年４月１日 
（２）経過措置 

この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付している場合にあっては、当該納付した占
用料に係る占用の期間の当該許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。 

¥114,547 
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

固定資産税評価額の推移

定義 算出方法

①道路価格 1 ㎡あたりの道路の価格 平成 31 年度固定資産税評価額を基に算出 

②使用料率 地価に対する 1年あたりの

賃料の割合に相当する率

道路法施行令（令和 2年 4月 1日施行）で採用されている

数値と同様のものを採用

③修正率 上空又は地下の占用に対して

加えられる減額率

道路法施行令（令和 2年 4月 1日施行）で採用されている

数値と同様のものを採用

④占用面積 道路を占用している面積 占用物件の垂直投影面積で算出 

計：1,955,781 

計：2,430,558 

474,777

単位：千円

(148,388) (123,725) (119,547) (83,117) 

現 行

(令和元年度決算) 

改定後
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関係法令 

－道路法－ 

（道路の占用の許可） 

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設

を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者

の許可を受けなければならない。 

一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これ

らに類する工作物 

二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 

三 鉄道、軌道その他これらに類する施設 

四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 

六 露店、商品置場その他これらに類する施設 

七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす

虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの 

（占用料の徴収） 

第三十九条 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することが

できる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事

業で地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第六条に規定する公営企

業以外のものに係る場合においては、この限りでない。 

２ 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地

方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める。但

し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業及び全国

にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める

基準の範囲をこえてはならない。 
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川崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市道路占用料徴収条例 ○川崎市道路占用料徴収条例 

昭和30年３月24日条例第７号 昭和30年３月24日条例第７号

改正 改正 

昭和33年12月３日条例第25号 昭和33年12月３日条例第25号 

昭和39年３月30日条例第30号 昭和39年３月30日条例第30号 

昭和39年12月19日条例第41号 昭和39年12月19日条例第41号 

昭和39年12月19日条例第42号 昭和39年12月19日条例第42号 

昭和40年６月10日条例第22号 昭和40年６月10日条例第22号 

昭和40年10月５日条例第25号 昭和40年10月５日条例第25号 

昭和41年３月31日条例第１号 昭和41年３月31日条例第１号 

昭和41年６月15日条例第23号 昭和41年６月15日条例第23号 

昭和42年10月４日条例第25号 昭和42年10月４日条例第25号 

昭和43年３月30日条例第17号 昭和43年３月30日条例第17号 

昭和44年３月31日条例第17号 昭和44年３月31日条例第17号 

昭和44年12月11日条例第41号 昭和44年12月11日条例第41号 

昭和45年３月31日条例第４号 昭和45年３月31日条例第４号 

昭和45年６月29日条例第42号 昭和45年６月29日条例第42号 

昭和46年10月２日条例第38号 昭和46年10月２日条例第38号 

昭和46年12月24日条例第76号 昭和46年12月24日条例第76号 

昭和47年３月28日条例第２号 昭和47年３月28日条例第２号 

昭和47年６月19日条例第42号 昭和47年６月19日条例第42号 

昭和47年10月３日条例第48号 昭和47年10月３日条例第48号 

昭和47年12月27日条例第56号 昭和47年12月27日条例第56号 

昭和48年12月21日条例第45号 昭和48年12月21日条例第45号 

昭和49年６月11日条例第44号 昭和49年６月11日条例第44号 
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改正後 改正前 

昭和49年12月20日条例第77号 昭和49年12月20日条例第77号 

昭和51年６月11日条例第37号 昭和51年６月11日条例第37号 

昭和51年10月４日条例第48号 昭和51年10月４日条例第48号 

昭和55年10月９日条例第38号 昭和55年10月９日条例第38号 

昭和59年12月31日条例第50号 昭和59年12月31日条例第50号 

昭和62年３月26日条例第13号 昭和62年３月26日条例第13号 

昭和63年12月22日条例第49号 昭和63年12月22日条例第49号 

平成８年12月24日条例第46号 平成８年12月24日条例第46号 

平成15年７月４日条例第31号 平成15年７月４日条例第31号 

平成18年12月14日条例第76号 平成18年12月14日条例第76号 

平成19年３月20日条例第16号 平成19年３月20日条例第16号 

平成20年３月25日条例第15号 平成20年３月25日条例第15号 

平成20年12月18日条例第50号 平成20年12月18日条例第50号 

平成24年３月19日条例第20号 平成24年３月19日条例第20号 

平成25年３月22日条例第13号 平成25年３月22日条例第13号 

平成28年３月24日条例第28号 平成28年３月24日条例第28号 

平成28年12月19日条例第92号 平成28年12月19日条例第92号 

令和２年12月  日条例第  号 

川崎市道路占用料徴収条例 川崎市道路占用料徴収条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、道路法（昭和27年法律第180号。以下「法」という。）

第39条第２項及び第39条の２第５項の規定により、道路の占用（以下「占

用」という。）の許可を受けた者（以下「占用者」という。）から徴収す

る道路の占用料（以下「占用料」という。）の額及び徴収方法並びに占用

入札における占用料の額の最低額の下限の額について定めることを目的と

する。 

第１条 この条例は、道路法（昭和27年法律第180号。以下「法」という。）

第39条第２項及び第39条の２第５項の規定により、道路の占用（以下「占

用」という。）の許可を受けた者（以下「占用者」という。）から徴収す

る道路の占用料（以下「占用料」という。）の額及び徴収方法並びに占用

入札における占用料の額の最低額の下限の額について定めることを目的と

する。 

（占用料の額） （占用料の額） 

第２条 占用料の額は、別表のとおりとする。 第２条 占用料の額は、別表のとおりとする。 
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改正後 改正前 

２ 前項の規定による占用料の額は、次に定めるところによる。 

（１）占用料が１月を単位として定められているときは、別表占用料の欄

に定める金額に占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月ま

での月数を乗じて得た額とする。ただし、占用期間が１月に満たないも

のはその月数を１月とする。 

（２）占用料が１日を単位として定められているときは、別表占用料の欄

に定める金額に占用開始の日から占用終了の日までの日数を乗じて得た

額とする。 

２ 前項の規定による占用料の額は、月ぎめ額に占用開始の日の属する月か

ら占用終了の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。ただし、占

用期間が１月に満たないものはその月数を１月とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、占用期間が１月に満たないものについての占

用料の額は、同項の規定により算出した額に１００分の１１０を乗じて得

た額とする。 

（新設） 

４ 占用面積が１平方メートル未満のもの又は１平方メートル未満の端数は

１平方メートルに、占用の長さが１メートル未満のもの又は１メートル未

満の端数は１メートルにそれぞれ切り上げるものとする。 

３ 占用面積が１平方メートル未満のもの又は１平方メートル未満の端数は

１平方メートルに、占用の長さが１メートル未満のもの又は１メートル未

満の端数は１メートルにそれぞれ切り上げるものとする。 

５ 広告、看板等の面積が占用面積より大なるときは、その面積をもって占

用面積とする。 

４ 広告、看板等の面積が占用面積より大なるときは、その面積をもって占

用面積とする。 

６ 第２項及び第３項の規定により算出した額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てるものとする。 

（新設） 

（占用料の徴収方法） （占用料の徴収方法） 

第３条 市長は、占用を許可したときは、前条の規定による占用料の納入通

知書を占用者に交付する。 

第３条 市長は、占用を許可したときは、前条の規定による占用料の納入通

知書を占用者に交付する。 

２ 占用料は、占用の許可の日から起算して30日以内に一括して徴収するも

のとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、

翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を４月30日までに徴収するこ

とができる。 

２ 占用料は、占用の許可の日から起算して30日以内に一括して徴収するも

のとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、

翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を４月30日までに徴収するこ

とができる。 

３ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占

用料（前項ただし書に規定する翌年度以降の占用料にあっては、毎年度に

徴収するもの）を分割して徴収することができる。 

３ 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占

用料（前項ただし書に規定する翌年度以降の占用料にあっては、毎年度に

徴収するもの）を分割して徴収することができる。 
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改正後 改正前 

４ 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が占用の許可を取り

消した場合で、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

４ 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、市長が占用の許可を取り

消した場合で、特に必要があると認めたときは、この限りでない。 

５ 占用料の総額が10円に満たないときは、10円とする。 ５ 占用料の総額が10円に満たないときは、10円とする。 

（占用料の減免） （占用料の減免） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、占用者の

申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、占用者の

申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。 

(１) 道路法施行令（昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。）第

７条第11号に掲げる応急仮設建築物を設けるために占用するとき。 

(１) 道路法施行令（昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。）第

７条第11号に掲げる応急仮設建築物を設けるために占用するとき。 

(２) 法第35条に規定する事業及び地方財政法（昭和23年法律第109号）第

６条に規定する公営企業のために占用するとき。 

(２) 法第35条に規定する事業及び地方財政法（昭和23年法律第109号）第

６条に規定する公営企業のために占用するとき。 

(３) 公職選挙法（昭和25年法律第100号）による選挙運動のために使用す

る立札、看板その他の物件を設けるために占用するとき。 

(３) 公職選挙法（昭和25年法律第100号）による選挙運動のために使用す

る立札、看板その他の物件を設けるために占用するとき。 

(４) 街路灯、防犯灯、アーチ及びアーケードを設けるために占用すると

き。 

(４) 街路灯、防犯灯、アーチ及びアーケードを設けるために占用すると

き。 

(５) 駐車場法（昭和32年法律第106号）第17条第１項に規定する都市計画

として決定された路外駐車場として占用するとき。 

(５) 駐車場法（昭和32年法律第106号）第17条第１項に規定する都市計画

として決定された路外駐車場として占用するとき。 

(６) 道路ののり敷及び路端に設けられる通路で、道路に出入するための

もの（幅員2.5メートル以上のものを除く。）及び道路と私道と接続する

ためのものとして占用するとき。 

(６) 道路ののり敷及び路端に設けられる通路で、道路に出入するための

もの（幅員2.5メートル以上のものを除く。）及び道路と私道と接続する

ためのものとして占用するとき。 

(７) 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）による鉄道事業者がその鉄道事

業の用に供する施設のために占用するとき。 

(７) 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）による鉄道事業者がその鉄道事

業の用に供する施設のために占用するとき。 

(８) 前各号のほか市長が特に必要と認めるとき。 (８) 前各号のほか市長が特に必要と認めるとき。 

（占用入札における占用料の額の最低額の下限の額） （占用入札における占用料の額の最低額の下限の額） 

第５条 法第39条の２第５項の条例で定める占用入札における占用料の額の

最低額の下限の額は、別表占用料の欄に定める金額に、入札対象施設等（同

条第１項に規定する入札対象施設等をいう。）の種類その他の事項を勘案

して市長が定める月数を乗じて得た額とする。 

第５条 法第39条の２第５項の条例で定める占用入札における占用料の額の

最低額の下限の額は、別表占用料の欄に定める金額に、入札対象施設等（同

条第１項に規定する入札対象施設等をいう。）の種類その他の事項を勘案

して市長が定める月数を乗じて得た額とする。 

２ 市長は、前条各号のいずれかに該当すると認める場合は、前項の規定に２ 市長は、前条各号のいずれかに該当すると認める場合は、前項の規定に
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改正後 改正前 

かかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用入札における占

用料の額の最低額の下限の額を定めることができる。 

かかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用入札における占

用料の額の最低額の下限の額を定めることができる。 

（委任） （委任） 

第６条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 第６条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 附 則 

１ この条例は、昭和30年４月１日から施行する。 １ この条例は、昭和30年４月１日から施行する。 

２ この条例施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占

用期間の満了するまでは、なお、従前の例による。 

２ この条例施行の際、現に占用している道路の占用料については、その占

用期間の満了するまでは、なお、従前の例による。 

附 則（昭和33年12月３日条例第25号抄） 附 則（昭和33年12月３日条例第25号抄） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和39年３月30日条例第30号） 附 則（昭和39年３月30日条例第30号） 

この条例は、昭和39年４月１日から施行する。 この条例は、昭和39年４月１日から施行する。 

附 則（昭和39年12月19日条例第41号） 附 則（昭和39年12月19日条例第41号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月１日から適用する。 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月１日から適用する。 

附 則（昭和39年12月19日条例第42号） 附 則（昭和39年12月19日条例第42号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月11日から適用する。 

附 則（昭和40年６月10日条例第22号） 附 則（昭和40年６月10日条例第22号） 

この条例は、昭和40年７月１日から施行する。 この条例は、昭和40年７月１日から施行する。 

附 則（昭和40年10月５日条例第25号） 附 則（昭和40年10月５日条例第25号） 

この条例の施行期日は、市長が別に定める。（昭和40年10月５日規則第58

号で昭和40年10月６日から施行） 

この条例の施行期日は、市長が別に定める。（昭和40年10月５日規則第58

号で昭和40年10月６日から施行） 

附 則（昭和41年３月31日条例第１号） 附 則（昭和41年３月31日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年３月１日から適用する。 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年３月１日から適用する。 

附 則（昭和41年６月15日条例第23号） 附 則（昭和41年６月15日条例第23号） 

この条例は、昭和41年７月１日から施行する。 この条例は、昭和41年７月１日から施行する。 

附 則（昭和42年10月４日条例第25号） 附 則（昭和42年10月４日条例第25号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年７月１日から適用する。ただ

し、改正規定中殿町３丁目、田町３丁目、塩浜３丁目、夜光１丁目、夜光２

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年７月１日から適用する。ただ

し、改正規定中殿町３丁目、田町３丁目、塩浜３丁目、夜光１丁目、夜光２
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改正後 改正前 

丁目、夜光３丁目、池上町及び池上新町３丁目に係る改正部分の施行期日は、

市長が定める。（昭和42年10月４日規則第58号で、殿町３丁目、田町３丁目、

塩浜３丁目、夜光１丁目、夜光２丁目、夜光３丁目、池上町及び池上新町３

丁目に係る改正部分は昭和42年10月４日から施行） 

丁目、夜光３丁目、池上町及び池上新町３丁目に係る改正部分の施行期日は、

市長が定める。（昭和42年10月４日規則第58号で、殿町３丁目、田町３丁目、

塩浜３丁目、夜光１丁目、夜光２丁目、夜光３丁目、池上町及び池上新町３

丁目に係る改正部分は昭和42年10月４日から施行） 

附 則（昭和43年３月30日条例第17号） 附 則（昭和43年３月30日条例第17号） 

この条例は、昭和43年４月１日から施行する。 この条例は、昭和43年４月１日から施行する。 

附 則（昭和44年３月31日条例第17号） 附 則（昭和44年３月31日条例第17号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、昭和44年４月１日から施行する。 １ この条例は、昭和44年４月１日から施行する。 

（経過規定） （経過規定） 

２ この条例施行の際、現に占用を継続している占用物件について、この

条例による改正後の占用料の額が改正前の占用料の額よりも著しく増額

となる場合は、市長は、昭和44年度以降に調整期間を設け、それぞれ前

年度の占用料の額に1.3以内の調整率を乗じて得た額を徴収することが

できる。 

２ この条例施行の際、現に占用を継続している占用物件について、この

条例による改正後の占用料の額が改正前の占用料の額よりも著しく増額

となる場合は、市長は、昭和44年度以降に調整期間を設け、それぞれ前

年度の占用料の額に1.3以内の調整率を乗じて得た額を徴収することが

できる。 

附 則（昭和44年12月11日条例第41号） 附 則（昭和44年12月11日条例第41号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月１日から適用する。 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月１日から適用する。 

附 則（昭和45年３月31日条例第４号） 附 則（昭和45年３月31日条例第４号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。 この条例の施行期日は、市長が定める。 

附 則（昭和45年６月29日条例第42号） 附 則（昭和45年６月29日条例第42号） 

この条例は、昭和45年７月１日から施行する。 この条例は、昭和45年７月１日から施行する。 

附 則（昭和46年10月２日条例第38号抄） 附 則（昭和46年10月２日条例第38号抄） 

この条例は、昭和47年４月１日から施行する。 この条例は、昭和47年４月１日から施行する。 

附 則（昭和46年12月24日条例第76号） 附 則（昭和46年12月24日条例第76号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、昭和47年４月１日から施行する。 １ この条例は、昭和47年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例施行の際、川崎市が管理する国道及び県道に現に占用を継続 ２ この条例施行の際、川崎市が管理する国道及び県道に現に占用を継続
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改正後 改正前 

している物件で、この条例による占用料の額が神奈川県道路占用料徴収

条例（昭和28年神奈川県条例第19号）による占用料の額よりも著しく増

額となる場合は、市長は、昭和47年４月１日以後に調整期間を設け、そ

れぞれ前年度の占用料の額に1.3以内の調整率を乗じて得た額を徴収す

ることができる。 

している物件で、この条例による占用料の額が神奈川県道路占用料徴収

条例（昭和28年神奈川県条例第19号）による占用料の額よりも著しく増

額となる場合は、市長は、昭和47年４月１日以後に調整期間を設け、そ

れぞれ前年度の占用料の額に1.3以内の調整率を乗じて得た額を徴収す

ることができる。 

附 則（昭和47年３月28日条例第２号） 附 則（昭和47年３月28日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年２月１日から適用する。ただ

し、第２条から第４条までの規定は、昭和47年４月１日から施行する。 

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年２月１日から適用する。ただ

し、第２条から第４条までの規定は、昭和47年４月１日から施行する。 

附 則（昭和47年６月19日条例第42号） 附 則（昭和47年６月19日条例第42号） 

この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第２工区の換地処分

の公告があった日の翌日から施行する。（施行日＝昭和47年８月１日） 

この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第２工区の換地処分

の公告があった日の翌日から施行する。（施行日＝昭和47年８月１日） 

附 則（昭和47年10月３日条例第48号） 附 則（昭和47年10月３日条例第48号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。（昭和47年10月27日規則第156号で

昭和47年11月１日から施行） 

この条例の施行期日は、市長が定める。（昭和47年10月27日規則第156号で

昭和47年11月１日から施行） 

附 則（昭和47年12月27日条例第56号） 附 則（昭和47年12月27日条例第56号） 

この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第５工区の換地処分

の公告があった日の翌日から施行する。（施行日＝昭和48年３月１日） 

この条例は、川崎都市計画事業復興土地区画整理事業第５工区の換地処分

の公告があった日の翌日から施行する。（施行日＝昭和48年３月１日） 

附 則（昭和48年12月21日条例第45号） 附 則（昭和48年12月21日条例第45号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。（昭和49年２月14日規則第７号で

昭和49年２月15日から施行） 

この条例の施行期日は、市長が定める。（昭和49年２月14日規則第７号で

昭和49年２月15日から施行） 

附 則（昭和49年６月11日条例第44号） 附 則（昭和49年６月11日条例第44号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。（昭和49年９月30日規則第100号で、

大倉町を加える改正部分以外の部分は昭和49年10月１日から施行）（昭和49

年10月14日規則第114号で、大倉町を加える改正部分は昭和49年10月15日から

施行） 

この条例の施行期日は、市長が定める。（昭和49年９月30日規則第100号で、

大倉町を加える改正部分以外の部分は昭和49年10月１日から施行）（昭和49

年10月14日規則第114号で、大倉町を加える改正部分は昭和49年10月15日から

施行） 

附 則（昭和49年12月20日条例第77号） 附 則（昭和49年12月20日条例第77号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。（昭和50年１月28日規則第６号で

昭和50年２月１日から施行） 

この条例の施行期日は、市長が定める。（昭和50年１月28日規則第６号で

昭和50年２月１日から施行） 
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附 則（昭和51年６月11日条例第37号） 附 則（昭和51年６月11日条例第37号） 

この条例の施行期日は、市長が定める。（昭和51年９月14日規則第81号で

昭和51年９月15日から施行） 

この条例の施行期日は、市長が定める。（昭和51年９月14日規則第81号で

昭和51年９月15日から施行） 

附 則（昭和51年10月４日条例第48号） 附 則（昭和51年10月４日条例第48号） 

この条例は、昭和52年４月１日から施行する。 この条例は、昭和52年４月１日から施行する。 

附 則（昭和55年10月９日条例第38号） 附 則（昭和55年10月９日条例第38号） 

この条例は、昭和56年４月１日から施行する。 この条例は、昭和56年４月１日から施行する。 

附 則（昭和59年12月31日条例第50号） 附 則（昭和59年12月31日条例第50号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、昭和60年４月１日から施行する。 １ この条例は、昭和60年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例施行の際、現に占用許可を受け、かつ、占用料を納付してい

る場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該占用許

可に係る占用料の額については、なお従前の例による。 

２ この条例施行の際、現に占用許可を受け、かつ、占用料を納付してい

る場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該占用許

可に係る占用料の額については、なお従前の例による。 

附 則（昭和62年３月26日条例第13号） 附 則（昭和62年３月26日条例第13号） 

この条例は、昭和62年４月１日から施行する。 この条例は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（昭和63年12月22日条例第49号） 附 則（昭和63年12月22日条例第49号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、昭和64年４月１日から施行する。 １ この条例は、昭和64年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例施行の際、現に占用許可を受け、かつ、占用料を納付してい

る場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該占用許

可に係る占用料の額については、なお従前の例による。 

２ この条例施行の際、現に占用許可を受け、かつ、占用料を納付してい

る場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該占用許

可に係る占用料の額については、なお従前の例による。 

附 則（平成８年12月24日条例第46号） 附 則（平成８年12月24日条例第46号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付してい ２ この条例施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付してい
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る場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に

係る占用料の額については、なお従前の例による。 

る場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可に

係る占用料の額については、なお従前の例による。 

（占用料の特例） （占用料の特例） 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に占用の許可を受

け、かつ、施行日において現に占用を継続している物件（以下「既存物

件」という。）の平成９年度以降の各年度の占用料の額は、既存物件の

当該各年度の前年度の１年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額（以

下「調整占用料」という。）が、改正後の条例別表の規定による既存物

件の１年当たりの占用料の額に達するまでの間、同表の規定にかかわら

ず、調整占用料とする。 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に占用の許可を受

け、かつ、施行日において現に占用を継続している物件（以下「既存物

件」という。）の平成９年度以降の各年度の占用料の額は、既存物件の

当該各年度の前年度の１年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額（以

下「調整占用料」という。）が、改正後の条例別表の規定による既存物

件の１年当たりの占用料の額に達するまでの間、同表の規定にかかわら

ず、調整占用料とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、平成９年度以降の各年度に電気事業法（昭

和39年法律第170号）第２条第１項第２号に規定する一般電気事業者、ガ

ス事業法（昭和29年法律第51号）第２条第２項に規定する一般ガス事業

者及び電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第12条第１項に規定する

第１種電気通信事業者が納付すべき当該各年度の開始前に占用の許可を

受け、かつ、当該各年度の開始の日において占用を継続している物件（以

下「継続占用物件」という。）の占用料の総額は、継続占用物件の当該

各年度の前年度における占用料の総額に1.1を乗じて得た額（以下「調整

占用料総額」という。）が、改正後の条例別表の規定による継続占用物

件の当該各年度の占用料の総額に達するまでの間、同表の規定にかかわ

らず、調整占用料総額とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、平成９年度以降の各年度に電気事業法（昭

和39年法律第170号）第２条第１項第２号に規定する一般電気事業者、ガ

ス事業法（昭和29年法律第51号）第２条第２項に規定する一般ガス事業

者及び電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第12条第１項に規定する

第１種電気通信事業者が納付すべき当該各年度の開始前に占用の許可を

受け、かつ、当該各年度の開始の日において占用を継続している物件（以

下「継続占用物件」という。）の占用料の総額は、継続占用物件の当該

各年度の前年度における占用料の総額に1.1を乗じて得た額（以下「調整

占用料総額」という。）が、改正後の条例別表の規定による継続占用物

件の当該各年度の占用料の総額に達するまでの間、同表の規定にかかわ

らず、調整占用料総額とする。 

附 則（平成15年７月４日条例第31号） 附 則（平成15年７月４日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年12月14日条例第76号） 附 則（平成18年12月14日条例第76号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の施行前に占用の許可を受け、かつ、当該許可に係る占用の ２ この条例の施行前に占用の許可を受け、かつ、当該許可に係る占用の
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改正後 改正前 

開始の日が施行の日以降となる場合にあっては、当該許可に係る占用料

の納付、納入、又は徴収については、当該占用の期間が平成20年度以降

にわたる場合の当該年度以降の占用に係る占用料を当該年度以降に徴収

する場合を除き、なお従前の例による。 

開始の日が施行の日以降となる場合にあっては、当該許可に係る占用料

の納付、納入、又は徴収については、当該占用の期間が平成20年度以降

にわたる場合の当該年度以降の占用に係る占用料を当該年度以降に徴

収する場合を除き、なお従前の例による。 

附 則（平成19年３月20日条例第16号） 附 則（平成19年３月20日条例第16号） 

この条例は、平成19年４月１日から施行する。 この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月25日条例第15号） 附 則（平成20年３月25日条例第15号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年12月18日条例第50号） 附 則（平成20年12月18日条例第50号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成21年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付して

いる場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可

に係る占用料の額については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付して

いる場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可

に係る占用料の額については、なお従前の例による。 

附 則（平成24年３月19日条例第20号） 附 則（平成24年３月19日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年３月22日条例第13号） 附 則（平成25年３月22日条例第13号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月24日条例第28号） 附 則（平成28年３月24日条例第28号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年12月19日条例第92号） 附 則（平成28年12月19日条例第92号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 １ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付して

いる場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可

に係る占用料の額については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付して

いる場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可

に係る占用料の額については、なお従前の例による。 
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改正後 改正前 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に占用の許可を受け、かつ、占用料を納付して

いる場合にあっては、当該納付した占用料に係る占用の期間の当該許可

に係る占用料の額については、なお従前の例による。 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

占用物件 

占用料 

占用物件 

占用料 

単位 
所在地 

単位 
所在地 

特別地域 普通地域 特別地域 普通地域

法第32

条第１

項第１

号に掲

げる工

作物 

第１種電柱 

１月１本

につき 

280

法第32

条第１

項第１

号に掲

げる工

作物 

第１種電柱 

１月１本

につき 

230

第２種電柱 430 第２種電柱 350

第３種電柱 580 第３種電柱 470

第１種電話柱 250 第１種電話柱 200

第２種電話柱 400 第２種電話柱 320

第３種電話柱 550 第３種電話柱 440

その他の柱類 25 その他の柱類 20

共架電線その他上空に設

ける線類 
１月１メ

ートルに

つき 

２
共架電線その他上空に設

ける線類 
１月１メ

ートルに

つき 

２

地下に設ける電線その他

の線類 
１

地下に設ける電線その他

の線類 
１

路上に設ける変圧器 
１月１個

につき 
240 路上に設ける変圧器 

１月１個

につき 
200

地下に設ける変圧器 

１月１平

方メート

ルにつき 

150 地下に設ける変圧器 

１月１平

方メート

ルにつき

120

変圧塔その他これに類す

るもの及び公衆電話所 １月１個

につき 

500
変圧塔その他これに類す

るもの及び公衆電話所 １月１個

につき 

400

郵便差出箱及び信書便差

出箱 
210

郵便差出箱及び信書便差

出箱 
170
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改正後 改正前 

広告塔 １月１平

方メート

ルにつき 

1,400 890 広告塔 １月１平

方メート

ルにつき

1,100 760

その他のもの 500 その他のもの 400

法第32

条第１

項第２

号に掲

げる物

件 

法第35条

に規定す

る事業の

ために設

けるもの

及び法第

36条に規

定するも

の 

外径が0.07メー

トル未満のもの

１月１メ

ートルに

つき 

10

法第32

条第１

項第２

号に掲

げる物

件 

法第35条

に規定す

る事業の

ために設

けるもの

及び法第

36条に規

定するも

の 

外径が0.07メー

トル未満のもの 

１月１メ

ートルに

つき 

８

外径が0.07メー

トル以上0.1メー

トル未満のもの

15

外径が0.07メー

トル以上0.1メー

トル未満のもの 

12

外径が0.1メート

ル以上0.15メー

トル未満のもの

22

外径が0.1メート

ル以上0.15メー

トル未満のもの 

18

外径が0.15メー

トル以上0.2メー

トル未満のもの

30

外径が0.15メー

トル以上0.2メー

トル未満のもの 

24

外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの 

45

外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの 

36

外径が0.3メート

ル以上0.4メート

ル未満のもの 

60

外径が0.3メート

ル以上0.4メート

ル未満のもの 

48

外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの 

100

外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの 

85

外径が0.7メート

ル以上１メート

ル未満のもの 

150

外径が0.7メート

ル以上１メート

ル未満のもの 

120

外径が１メート

ル以上のもの 
300

外径が１メート

ル以上のもの 
240

架空管 外径が0.4メート 230 架空管 外径が0.4メート 180
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改正後 改正前 

ル未満のもの ル未満のもの 

外径が0.4メート

ル以上のもの 
560

外径が0.4メート

ル以上のもの 
450

その他

のもの 

外径が0.07メー

トル未満のもの
20

その他の

もの 

外径が0.07メー

トル未満のもの 
16

外径が0.07メー

トル以上0.1メー

トル未満のもの

28

外径が0.07メー

トル以上0.1メー

トル未満のもの 

22

外径が0.1メート

ル以上0.15メー

トル未満のもの

42

外径が0.1メート

ル以上0.15メー

トル未満のもの 

34

外径が0.15メー

トル以上0.2メー

トル未満のもの

56

外径が0.15メー

トル以上0.2メー

トル未満のもの 

45

外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの 

85

外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの 

67

外径が0.3メート

ル以上0.4メート

ル未満のもの 

110

外径が0.3メート

ル以上0.4メート

ル未満のもの 

90

外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの 

140

外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの 

110

外径が0.7メート

ル以上１メート

ル未満のもの 

230

外径が0.7メート

ル以上１メート

ル未満のもの 

180

外径が１メート

ル以上のもの 
480

外径が１メート

ル以上のもの 
380

法第32条第１項第３号に掲げる施 １月１平 500 法第32条第１項第３号に掲げる施 １月１平 400
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改正後 改正前 

設 方メート

ルにつき 

設 方メート

ルにつき法第32条第１項第４号に掲げる施

設 
80

法第32条第１項第４号に掲げる施

設 
65

法第

32条

第１

項第

５号

に掲

げる

施設 

地下街

及び地

下室 

階数が１のもの 

Ａに0.005を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 法第

32条

第１

項第

５号

に掲

げる

施設 

地下街

及び地

下室 

階数が１のもの 

Ａに0.004を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

階数が２のもの 

Ａに0.008を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

階数が２のもの 

Ａに0.007を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

階数が３以上のも

の 

Ａに0.01を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

階数が３以上のも

の 

Ａに0.008を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

上空に設ける通路 690 上空に設ける通路 570

地下に設ける通路 410 地下に設ける通路 340

その他のもの 160 その他のもの 130

法第

32条

第１

項第

６号

に掲

げる

施設 

祭礼、縁日その他の催しに際

し、一時的に設けるもの 

１日１平

方メート

ルにつき 
140 89

法第32条第１項第６号に掲げる施

設 
1,100 760

その他のもの 

１月１平

方メート

ルにつき 
1,400 890

施行

令第

７条

第１

看板 300 190 施行

令第

７条

第１

看板 245 155

添架広告 730 455 添架広告 590 370

標識 
１月１本

につき 
400 標識 

１月１本

につき 
320
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改正後 改正前 

号に

掲げ

る物

件 

旗ざお 

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの 

１日１本

につき 
140 89

号に

掲げ

る物

件 

旗ざお 1,100 760

その他のもの 
１月１本 

につき 
1,400 890

幕（施行

令第７

条第４

号に掲

げる工

事用施

設であ

るもの

を除

く。） 

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの 

１日１平

方メート

ルにつき 
140 89

幕（施行令第７条第４号に掲

げる工事用施設であるもの

を除く。） 

１月１平

方メート

ルにつき

1,100 760

その他のもの 

１月１平

方メート

ルにつき 
1,400 890

アーチ 

車道を横断するも

の 
１月１基

につき 

14,000 8,900
アーチ 

車道を横断するも

の 
１月１基

につき 

11,000 7,600

その他のもの 6,900 その他のもの 5,700

施行令第７条第２号に掲げる工作

物 

１月１平

方メート

ルにつき 

500
施行令第７条第２号に掲げる工作

物 

１月１平

方メート

ルにつき

400

施行令第７条第３号に掲げる施設

Ａに0.033を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

施行令第７条第３号に掲げる施設

Ａに0.028を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

施行令第７条第４号に掲げる工事

用施設及び同条第５号に掲げる工

事用材料 

1,400 890

施行令第７条第４号に掲げる工事

用施設及び同条第５号に掲げる工

事用材料 

1,100 760

施行令第７条第６号に掲げる仮設

建築物及び同条第７号に掲げる施
500

施行令第７条第６号に掲げる仮設

建築物及び同条第７号に掲げる施
400
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改正後 改正前 

設 設 

施行

令第

７条

第９

号に

掲げ

る施

設 

建築物 

Ａに0.011を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

施行

令第

７条

第９

号に

掲げ

る施

設並

びに

同条

第10

号に

掲げ

る施

設及

び自

動車

駐車

場 

建築物 

Ａに0.012を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 
その他のもの 

Ａに0.008を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

施行

令第

７条

第10

号に

掲げ

る施

設及

び自

動車

駐車

場 

建築物 

Ａに0.023を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

その他のもの 

Ａに0.009を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

その他のもの 

Ａに0.008を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

施行

令第

７条

第11

号に

掲げ

る応

急仮

トンネルの上又は高架の道

路の路面下に設けるもの 

Ａに0.011を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

施行

令第

７条

第11

号に

掲げ

る応

急仮

上空、トンネルの上又は高架

の道路の路面下に設けるも

の 

Ａに0.012を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 
上空に設けるもの 

Ａに0.023を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

その他のもの 
Ａに0.033を乗じ、こ

れを12で除して得た
その他のもの 

Ａに0.028を乗じ、こ

れを12で除して得た
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改正後 改正前 

設建

築物 

額 設建

築物 

額 

施行令第７条第12号に掲げる器具

Ａに0.033を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

施行令第７条第12号に掲げる器具

Ａに0.028を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

施行

令第

７条

第13

号に

掲げ

る休

憩所、

給油

所及

び自

動車

修理

所 

トンネルの上又は自動車専

用道路（高架のものに限る。）

の路面下に設けるもの 

Ａに0.011を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

施行

令第

７条

第13

号に

掲げ

る休

憩所、

給油

所及

び自

動車

修理

所 

上空、トンネルの上又は自動

車専用道路（高架のものに限

る。）の路面下に設けるもの

Ａに0.012を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 
上空に設けるもの 

Ａに0.023を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

その他のもの 

Ａに0.033を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

その他のもの 

Ａに0.028を乗じ、こ

れを12で除して得た

額 

備考 備考 

１ 金額の単位は、円とする。 １ 金額の単位は、円とする。 

２ 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりと

する。 

２ 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりと

する。 

(１) 特別地域 (１) 特別地域 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に規定す

る商業地域をいう。 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に規定す

る商業地域をいう。 

(２) 普通地域 (２) 普通地域 

特別地域以外の地域をいう。 特別地域以外の地域をいう。 
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改正後 改正前 

３ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下

同じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するも

のに限る。以下この項において同じ。）を支持するものを、第２種電

柱とは、電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電

柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

３ 第１種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下

同じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するも

のに限る。以下この項において同じ。）を支持するものを、第２種電

柱とは、電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電

柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

４ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供す

る電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）の

うち３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。

以下この項において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱とは、

電話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱と

は、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

４ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供す

る電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）の

うち３条以下の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。

以下この項において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱とは、

電話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱と

は、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

５ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又

は電話柱に設置する電線をいう。 

５ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又

は電話柱に設置する電線をいう。 

６ Ａは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。 ６ Ａは、近傍類似の土地の時価を表わすものとする。 
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